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 複数事業場労働者についての改正労災保

険法が 9 月 1 日施行されました。 

 複数事業場労働者については、脳・心臓疾

患や精神障害等の疾患に関し、複数就業先

での業務上の負荷を総合して評価することに

より、疾病等との間に因果関係が認められる場

合、複数業務要因災害として新たに認定され

ます。 

 申請様式は、複数業務要因災害と業務災害

に関する請求書が兼用となり、業務災害に認

定されない場合に、複数業務要因災害の認定

を判断することになります。 

 

◆複数事業労働者とは 

 複数事業労働者とは、事業主が同一でない

二以上の事業に使用される労働者をいいま

す。 

 例えば、2 社で就労していた労働者が災害

発生時点で一方又は両方を退職した場合で

あっても、その原因が生じた時点において判

断され、複数事業に従事していた場合は複数

事業労働者として扱われます（下図参照）。 

 

◆複数業務要因災害とは 

 複数業務要因災害とは、「複数事業労働者

の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾

病、障害又は死亡」をいいます。 

 現行の労災保険制度による保険給付は、

「業務災害に関する保険給付」と、「通勤災害

に関する保険給付」、「2 次健康診断等給付」

の 3 種類ですが、改正後の労災保険法では、

「複数業務要因災害に関する保険給付」が追

加されることになります。 

 また、給付日額についても、「複数業務要因

災害」の場合、すべての複数就業先の賃金額

を合算して計算することになります。 
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 複数事業場のいずれかを退職している場合 
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◆不満が多い在職老齢年金とは 

 70 歳未満の人が厚生年金に加入しながら働

いている場合や、70 歳以上の人が、厚生年金

の被保険者でなくなっても厚生年金のある会

社で働いている場合、老齢厚生年金の額と給

料や賞与の額に応じて、年金の一部または全

額が支給停止になります。これを「在職老齢年

金」といいます。 

 在職老齢年金は、給与や 1 年間の賞与の額

から算出される「総報酬月額相当額」と基本年

金月額の合計が一定の額を超えると年金の一

部または全部が支給停止になります。 

 支給停止になる一定の額を「基準額」といい、

65歳前は 28万円、65歳以上は 47万円です。 

 65 歳前の在職老齢年金で減額される基本

年金とは、報酬比例部分ですが、女子で昭和

29 年 4月 1 日以前生まれの人で定額部分が

支給される人は報酬比例部分と定額部分の合

算額です。 

 65 歳以上になりますと、減額の対象となる基

本年金は、報酬比例部分だけで、経過的加算

や老齢基礎年金は全額支給されます。 

 

◆７０歳以上の在職老齢年金 

 70 歳以上の在職者は、厚生年金に加入して

いませんから保険料を納めません。しかし、在

職老齢年金が適用され、その算出式は、「65

歳以上」の人と同じです。 

 さらに、75 歳以上の後期高年齢者になって

もこの制度は継続します。 

 昭和 12年 4月 1日以前生まれの方は、在職

老齢年金の対象外でしたが、平成 27 年 10 月

から年齢に上限がなく適用されるようになりまし

た。 

 

◆在職老齢年金、繰上げ・繰下げの改定 

 年金制度は、高齢化社会の進展に伴い、

次々に改定されてきましたが、一方では、在職

老齢年金等、高年齢者の働く意欲を削ぐもの

としてその改善が強く望まれていました。 

 しかし、5 年に１回行われる今回の制度改正

では、次のことの改善に留め置かれました。 

① 60 歳から 64 歳までの在職老齢年金の基

準額が28万円から、47万円に改定されまし

た。令和 4年 4月から。65歳以上の基準額

は、47 万円のままです。 

② 65 歳以上の在職老齢年金は、70 歳まで

の間、退職しないと改定されませんでした。

これが、令和 4年 10月からは、年金額が毎

年 10 月に改定されます。 

③ 現在、65 歳時に「繰下げ支給」を選択した

人は、70 歳まで「繰下げ」を選択することが

できます。これを、「75 歳まで」延長できるよ

うになります。繰下げ増加率は、65 歳以降

と同じ月0.7％です。実施は、令和４年４月１

日以降７０歳に到達する人からです。 

④ 65 歳前に年金を受ける「繰上げ支給」の

減額率は、現在 0.5％から 0.4％に改正され

る予定です。  

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳

改正前 70％ 76％ 82％ 88％ 94％ 100％ 108.4％ 116.8％ 125.2％ 133.6％ 142％

改正後 76％ 80.8％ 85.6％ 90.4％ 95.2％ 同 同 同 同 同 同 150.4％ 158.8％ 167.2％ 175.6％ 184％

繰上げ支給率・繰下げ支給率　　　改正は令和４年４月１日
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 雇用保険（失業保険）は、「自己都合によ

り離職」した場合、支給開始が３か月遅れ

る「給付制限」があります。 

 しかし、令和２年１０月１日以降に離職

された方については、正当な理由がない「自

己都合により退職」した場合であっても、

５年間のうち２回までは給付制限期間が２

か月となります。 

 令和２年９月 30 日までに正当な理由が

ない自己都合により退職された方は、給付

制限期間は従来通り 3か月となります。 

 また、「自己の責めに帰すべき重大な理由

で退職」された方の給付制限期間はこれま

でどおり 3か月です。 

「自己の責めに帰すべき重大な理由」とは、

刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関

連する法令に違反して処罰を受けたことに

よる解雇（訴追を受け、取り調べ中、控訴

又は上告中で刑の確定しない場合は含まれ

ない。起訴猶予も該当しない）などをいい

ます。
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2か月

給付制限
2か月

給付制限
2か月

給付制限
2か月

　③の離職日以前5年間に
自己都合退職が３回以上ある

⑴給付制限が2か月になる場合

⑵給付制限が3か月になる場合

令和２年
10月1日

　③の離職日以前、5年間に
自己都合退職が３回以上ない
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●民間給与、中小企業で減少 

 国税庁の調査では、民間企業の会社員やパー

ト従業員らの昨年 1 年間の給与が平均 436万

4,000円で、前年を１％（４万 3,000円）下回

り、2012 年以来７年ぶりに減少となったこと

がわかった。大企業は増加したが、全体の４割

を占める100人未満の中小企業で減少となった。

また、正規社員の平均給与は前年と同じ 503 万

円、非正規社員は 175万円（前年比 2.5％減）

で、格差は７年連続で広がった。（10月 1 日） 

 

●国税庁が年末調整ソフトを提供へ 

 国税庁が、年末調整の申告書をインターネッ

ト上で作成できるソフトを 10 月１日から提供

する。国税庁ホームページのほか、スマートフ

ォン用のアプリもアプリストアからダウンロ

ードできるようにする。保険会社のサイトから

取得できる生命保険料の控除証明書などのデ

ータか、「マイナポータル」から入手した控除

証明書のデータを読み込ませれば、自動で申告

書を作成できる。（9月 29日） 

 

●テレワークで地方移住、最大 100万円補助 

 政府は 2021年度から、テレワークで地方に

移住して東京の仕事を続ける人に最大100万円

を交付する。地方でＩＴ関連の事業を立ち上げ

た場合には最大 300 万円を支給する。21年度

予算の概算要求に地方創生推進交付金として

1,000億円を計上する。首都圏から移住して地

方で起業する場合の支援制度はこれまでにも

あったが、新たに東京の仕事を地方で続ける人

も対象に加える。（9月 25日） 

 

●マイナンバーと預貯金口座をひもづけ方針 

 政府は、デジタル改革関係閣僚会議の初会合

を開催し、行政サービスのデジタル化を一元的

に担う「デジタル庁」の検討を本格化させた。

来年の通常国会での法整備を目指す。デジタル

改革では特にマイナンバーの活用が優先課題

とされており、今後、各種免許・国家資格との

一体化、迅速な給付金の実現のための預貯金口

座とのひもづけについて検討が行われる。（9 月

23 日） 

 

●テレ東子会社 連続勤務で適応障害 労災 

 テレビ東京ホールディングスの子会社「テレ

ビ東京制作」の女性社員が 48 日間の連続勤務

により適応障害を発症したとして、三田労働基

準署が労災認定した。女性は番組制作業務に従

事していたが、2017年 10 月に総務部へ異動し

た後も同業務に関わるように求められ、2018

年３月から不眠やめまいなどの症状が表れて

適応障害と診断された。女性は、同社に対して

未払残業代などを求める民事訴訟も起こして

いる。（9 月 18 日） 

 

●労基署立入り調査 半数が違法残業 

 厚生労働省の発表によれば、全国の労働基準

監督署が 2019年度に立入り調査した３万

2,981事業所のうち、47.3％（１万 5,593 事業

所）で違法残業が確認された。「過労死ライン」

とされる月 80時間を超える残業を行っていた

のは 5,785事業所で 37.1％に当たる（前年度比

29.7 ポイント減）。（9月 9日） 

 

●労使協定書類の押印廃止 

 厚生労働省は 2021 年度から、約 40の労働関

係書類について、押印の義務をなくす。裁量労

働制に関する報告書などが対象で、特に 36 協

定などの押印廃止は企業に大きな影響がある

見込み。押印を廃止する代わりに、書類に労働

側と合意した事実をチェックする欄を設ける

ことで、実効性を担保する。（9 月 7日） 

 

 


